
委 託 契 約 書（案） 

 

支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 関口 高士（以下「甲」という。）と、〇〇 〇

〇（以下「乙」という。）は、令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）（以

下「委託事業」という。）の委託について、次のとおり委託契約を締結する。 

（実施する委託事業） 

第１条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。 

（１）委託事業名 

  令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ） 

（２）委託事業の内容及び経費 

  別添委託事業計画書（別紙様式第１号）のとおり 

（３）履行期限 

  令和９年３月 10日 

（委託事業の遂行） 

第２条 乙は、委託事業を、別添の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければ

ならない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

（委託費の限度額） 

第３条 甲は、委託事業に要する費用（以下｢委託費｣という。）として、金 〇〇〇〇〇〇 円（うち

消費税及び地方消費税の額〇〇〇〇〇円）を超えない範囲内で乙に支払うものとする。 

（注）「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法（昭和 63 年法律第 108号）第 28 条第

１項及び第 29 条並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226号）第 72 条の 82 及び第 72条

の 83 の規定により算出したもので、委託費の限度額に110 分の 10 を乗じて得た金額

である。 

２ 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければな

らない。当該計画が変更されたときも同様とする。 

（契約保証金） 

第４条 会計法（昭和 22年法律第 35号）第 29条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、

予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）第 100条の３第３号の規定により免除する。 

（再委託の制限） 

第５条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。 

 なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的

判断等をいうものとする。 

２ 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせるこ

と（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければなら

ない。ただし、再委託が出来る事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託の金額の

割合（「再委託比率」という。以下同じ。）が 50パーセント以内の業務とする。 

３ 乙は、前項の再委任の承認を受けようとするときは，当該第三者の氏名又は名称、住

所、再委任を行う業務の範囲、再委任の必要性及び契約金額について記載した書面を

甲に提出しなければならない。 

４ 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認

を得なければならない。 

５ 乙は、この委託事業達成のため、再々委託又は再々請負（再々委託又は再々請負以降の委

託又は請負を含む。以下同じ。）を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の氏

名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第２項の承認の後、速やかに甲に届け



 

出なければならない。 

６  乙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要

がある場合には、第４項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なけ

ればならない。 

７  甲は、前２項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必

要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。 

８ 再委託する業務が委託事業を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パ

ーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100万円以下である場合には、軽微な再委託

として第２項から前項までの規定は、適用しない。 

（監督） 

第６条 甲は、この委託事業の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたと

きは、甲の命じた監督のための職員（以下「監督職員」という。）に監督させることができ

るものとする。 

２ 前項に定める監督は、立会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。 

３ 乙は、甲（監督職員を含む。）から監督に必要な委託事業実施計画表等の提出を求められ

た場合は、速やかに提出するものとする。 

（実績報告） 

第７条 乙は、委託事業が終了したとき（委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。）は、

委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書（別紙様式第２号）を甲に提出するものとす

る。 

（検査） 

第８条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から 10日

以内の日（当該期間の末日が休日（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91

号）第１条第１項各号に掲げる日をいう。）に当たるときは、当該末日の翌日を当該期

間の末日とする。）又は当該委託事業の履行期限の末日に属する年度の３月 31 日のい

ずれか早い日までに、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを当該実

績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。 

２ 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反

し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることがで

きる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善した給付を終了した旨の通知を

受理した日から 10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどう

か再度検査を行うものとする。 

（委託費の額の確定） 

第９条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたと

きは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。 

２ 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第３条第１項に規定する委

託費の限度額のいずれか低い額とする。 

（委託費の支払） 

第 10条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書（別

紙様式第４号）を受理した日から 30日以内にその支払を行うものとする。ただし、乙が委託

事業実績報告書（別紙様式第２号）の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、

前条第１項に規定する通知の日から 30日以内にその支払を行うものとする。 

２ 甲は、概算払の財務大臣協議が調った場合においては、前項に規定にかかわらず、乙の請

求により、必要があると認められる金額については、概算払をすることができるものとする。 

３ 乙は、前項の概算払を請求するときは、概算払請求書（別紙様式第４号）を甲に提出

するものとし、甲は、乙からの適法な概算払請求書を受理した費から 30 日以内にその



 

支払いを行うものとする。 

（過払金の返還） 

第 11 条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第９条第１項の委託費の確定額を超える 

ときは、その超える金額について、甲に指示に従って返還するものとする。 

（委託事業の中止等） 

第 12条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったとき

は、委託事業中止（廃止）申請書（別紙様式第５号）を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を

解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。 

２ 前項の規定により契約を解除するときは、前３条の規定に準じ精算するものとする。 

（計画変更の承認等） 

第 13 条 乙は、前条に規定する場合を除き、別添の委託事業計画書に記載された委託事業の

内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書（別紙様式第

６号）を甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

 ただし、委託事業計画書に記載された経費区分のそれぞれ２割を超えない増減について

は、この限りではない。 

２ 甲は、前項の承認をするときは、条件を付すことができる。 

（契約の解除等） 

第 14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合、又は、正当な理由なく履行の全部又は一部が

不能となることが明らかとなったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った

金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。 

（違約金） 

第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約

金額の 100分の 10に相当する額を請求することができる。 

（１）前条の規定によりこの契約が解除された場合 

（２）乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務  

について履行不能となった場合 

２ 次の各号に揚げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合と見なす。 

（１）乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75号）

の規定により選任された破産管財人 

（２）乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第

154号）の規定により選任された管財人 

（３）乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第

225号）の規定により選任された再生債務者等 

３ 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害につ

いて、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。 

（談合等の不正行為に係る解除） 

第 16 条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は

一部を解除することができる。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確

保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は

第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に

よる排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において

読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は

同法第７条の２第 18 項若しくは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の

通知を行ったとき。 

（２）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含



 

む。）が刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止

法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１号の規定による刑の容疑により公訴を

提起されたとき。 

２ 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やか

に、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第 17条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約

の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額

を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条の２

（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除

措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 

（２）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項（同法

第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金納付命

令を行い、当該納付命令が確定したとき。 

（３）公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第 18 項又は

第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

（４）乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）に係る刑法第 96 条の６若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第１項若し

くは第 95 条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、  

前項の契約金額の 100 分の 10 に相当する額のほか、契約金額の 100 分の５に相当する

額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

（１）前項第２号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の２第７項

の規定の適用があるとき。 

（２）前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又は乙の

代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の首謀者である

ことが明らかになったとき。 

（３）乙が甲に対し、入札（又は見積）心得第４条３（公正な入札（又は見積）の確保）

の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合 

において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（属性要件に基づく契約解除） 

第 18条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の

代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を

いう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力

団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると



 

き。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき。 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

（行為要件に基づく契約解除） 

第 19条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

（表明確約） 

第 20条 乙は、第 18 条の各号及び第 19 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、

かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 

２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。） 

を再受託者等（再委託の相手方及び再委託の相手方が当該契約に関して個別に契約する

場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

（再委託契約等に関する契約解除） 

第 21条 乙は、契約後に再受託者等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに

当該再受託者等との契約を解除し、又は再受託者等に対し当該解除対象者（再受託者

等）との契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が再受託者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受託

者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受

託者等との契約を解除せず、若しくは再受託者等に対し当該解除対象者（再受託者等）

との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができ

る。 

（損害賠償） 

第 22条 甲は、第 18 条、第 19 条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第 18 条、第 19 条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合にお

いて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

（不当介入に関する通報・報告） 

第 23条 乙は、自ら又は再受託者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」と

いう。）を受けた場合は、これを拒否し、又は再受託者等をして、これを拒否させる

とともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査

上必要な協力を行うものとする。 

（委託事業の調査） 

第 24条 甲は、必要に応じ、乙に対し、実績報告書における委託費の精算に係る審査時その他

の場合において、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査

報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならない

ものとする。 

（帳簿等） 

第 25 条 乙は、各委託事業の委託費については、委託事業ごとに、帳簿を作成・整備した上

で、乙単独の事業又は国庫補助金事業の経費とは別に、かつ、各委託事業の別に、それぞれ



 

明確に区分して経理しなければならない。 

２ 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを

行うものとする。 

３ 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証

拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を、乙の文書管理規程等の保存期限の規

定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の４月１日から起算して５年間、整備・保管し

なければならない。 

４ 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合

した委託事業に要した経費を記載しなければならない。 

５ 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が

認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付

を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

（旅費及び賃金） 

第 26条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払いについては、いずれも各委託事業の実施要

領等に定める委託調査等の実施と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものと

する。 

２ 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、

当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けてい

る場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。 

（秘密の保持） 

第 27 条 乙は、この委託事業に関して知り得た業務上の秘密を契約期間にかかわらず第三者

に漏らしてはならない。 

２ 乙は、この委託事業に関する資料を転写し、又は第三者に閲覧若しくは貸出ししてはなら

ない。 

（契約外事項） 

第 28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

（疑義の解決） 

第 29条 前各条のほか、この契約に関して疑義を生じた場合には、甲乙協議の上、解決するも

のとする。 

 

上記契約の証として、本契約書２通を作成し、双方記名押印の上、各１通を保有するものとす

る。 

 

   令和  年  月  日 

             

             委託者（甲） 札幌市中央区宮の森３条７丁目 70番 

                    支出負担行為担当官 

                      北海道森林管理局長 関口 高士 ㊞ 

 

             受託者（乙）  

 

                                        ㊞ 



仕 様 書 
 

１ 事業名 

令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ） 

 

２ 事業の目的及び概要 

（１）事業の目的 

本事業は、シマフクロウの保護管理のため、自然保護管理員を配置して巡視を行う

ことにより、シマフクロウ個体群の保護及び生息・繁殖に適した環境の保全を図るこ

とを目的に実施するものである。 

また、今後の生息環境整備の参考とするため、巣箱の破損状況についても情報収集

を行うものである。 

（２）事業の概要 

① 巡視を実施すべき区域 

巡視区域は、網走南部森林管理署管内斜里郡斜里町及び清里町のうち、監督職員の

指定する区域とする。 

② 巡視日数 

巡視は、契約の翌日から令和９年３月 10日までの期間において、特に入込者の多い

土曜日、日曜日、及び祝日を主として実施する。なお、巡視は１日単位（半日の場合

は１／２）の巡視とし、巡視総日数は 30日間とする。 

月別巡視日数（予定） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10

月 

11

月 

12

月 

１月 ２月 ３月 計 

１日 ４日 ４日 ４日 ３日 ３日 ３日 ２日 １日 ２日 ２日 １日 30日 

③ 重点的に巡視を実施すべき時期、場所及びその理由 

重点的に巡視を実施する時期は契約の翌日から 10月までとする。 

（詳細は、監督職員の指示に基づく） 

保護林及び主要な採餌場所を重点的に巡視することとし、生息環境の保全を図る。 

④ 傷病個体の応急措置に関すること 

シマフクロウの傷病個体を確認した場合には、速やかに監督職員へ連絡すること。 

⑤ 生息地被害の応急措置に関すること 

巡視者は、台風等により生息地及びその周辺の環境に被害が発生した場合には、

監督職員に連絡するとともに、巣箱等は被害状況に応じて応急措置を行う。 

⑥ 巣箱等の破損状況の確認 

巡視時に巣箱等の破損が確認された場合、巡視報告書に記載し報告を行うこと。 

⑦ 巡視報告 

巡視者は、巡視の都度、巡視日報及びシマフクロウ巡視報告書を整理し、「希少

野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）巡視報告書」を１ヶ月ごとにとりまと

め、翌月の７日まで監督職員あて提出する。ただし、３月については契約期間満了



日までに提出する。 

⑧ その他 

ア 巡視の際は、周辺を注視し、個体を確認した際は必要以上に接近しないこと。 

イ 巡視行動自体が第三者に対して生息地を明らかにすることのないよう十分注意

すること。 

ウ 巡視者は、監督職員の指示があった場合は、その指示に従う。 

 

３ 本事業実施の留意事項 

希少種であるシマフクロウの生息地情報が漏洩した場合、不特定多数の入込者により

当該種の生態に悪影響を与える危険が極めて高いことから、本仕様書において具体的な

巡視箇所（生息地が特定される情報）は記載していない。巡視員は、本事業により知り

得た情報について漏洩防止に努めること。 

 

４ 直接人件費に係る注意 

本件委託事業における直接人件費の算定については、仕様書別紙１「委託事業におけ

る人件費の算定等の適正化について」により、厳正に行うこと。 

 

５ ヒグマ災害の防止について 

① 林内へ入る作業は複数人で実施し、お互いの姿が見える又は音や声が聞こえる範

囲とすること。 

② ヒグマに人の存在を知らせるため、声の掛け合いのほか、鈴、ホイッスル、安全

ブザー等、音の出る器具を携行し、必要に応じて使用すること。 

③ ヒグマに遭遇した場合に撃退するため、熊撃退スプレー等を携行し、必要に応じ

て適切に使用すること。 

④ その他のヒグマ災害防止策が必要な場合は監督職員と協議すること。 

 

６ その他  

当該委託事業に係る報告等については、別添様式集により提出すること。 



                                                                            

委託事業における人件費の算定等の適正化について 

 

 

１．委託事業に係る人件費の基本的な考え方 

 

（１）人件費とは委託事業に直接従事する者（以下「事業従事者」という。）の直接作

業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の

計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。 

    また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名

を記載すること。 

 

人件費＝ 時間単価※１ × 直接作業時間数※２ 

 

 ※１ 時間単価 

   時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一

人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 

   ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 

        ・事業従事者に変更があった場合 

        ・事業従事者の雇用形態に変更があった場合（正職員が嘱託職員として雇用さ

れた等） 

    ・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合 

        ・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員（以下、「管理者等」という。） 

     が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合 

   また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において

賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でな

いと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。

その場合、委託先との協議は、履行期限まで３か月以上ある場合に限り開始できる

ものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日（月を単位として適

用された場合はその月）以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するもの

とする。 

 

仕様書別紙１



 

 ※２ 直接作業時間数 

      ① 正職員、出向者及び嘱託職員 

        直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ

計上すること。 

      ②  管理者等 

     原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事し

た時間外労働時間（残業・休日出勤等）を含めることはできない。ただし、当

該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあ

っては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間（残業・休

日出勤等）を含めることができることとする。 

 

（２）一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記

によらず次の計算式により算定することができる 

 

人件費＝ 日額単価 × 勤務日数 

     

人件費＝ 給与月額 × 勤務月数（１月に満たない場合は、日割り 

     計算による。） 

 

 

２．受託単価による算定方法 

 

 委託先（地方公共団体を除く。以下２．において同じ。）において、受託単価規程等

が存在する場合には、同規程等における単価（以下「受託単価」という。）の構成要素

等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 

    ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点 

ア 事業従事者の職階（課長級、係長級などに対応した単価）に対応しているか。 

イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている

場合は、各単価及びその根拠を確認すること。 

   ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書

及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重



複計上されていないか確認すること。 

 

＜受託単価による算定方法＞ 

○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用するこ

と。 

 

○出向者、嘱託職員の受託単価計算 

 事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単

価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用すること

ができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、

一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構

成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単

価を超えることはできない。 

 

３．実績単価による算定方法 

 

 委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法（以下「時

間単価計算」という。）により算定する。（円未満は切捨て） 

 

＜実績単価の算定方法＞ 

○正職員、出向者（給与等を全額委託先で負担している者に限る。）及び嘱託職員の

人件費時間単価の算定方法 

   原則として下記により算定する。 

 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

 

  ・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近

１年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若

しくは直近１年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定

めるものとする（以下同じ。）。 

 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手 

当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面 



 で支給されているものは除外する（以下同じ。）。 

 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料（厚生年金基金の掛金部分を 

含む。）、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休 

業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする（以下同じ。）。 

 ・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年

間所定営業日数を算出し、就業規則等から１日当たりの所定労働時間を算出し、こ

れらを乗じて得た時間とする（以下同じ。）。 

 

○出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価の算定方法 

 出向者（給与等の一部を委託先で負担している者）の時間単価は、原則として下記 

により算定する。 

 

人件費時間単価＝委託先が負担する（した）（年間総支給額＋年間法定福利費等） 

÷年間理論総労働時間 

 

  ・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に 

対する給与等が委託先以外（出向元等）から支給されているかどうか確認するとと 

もに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか 

計上できないことに注意すること。 

 

○管理者等の時間単価の算定方法 

 原則として管理者等の時間単価は、下記の（１）により算定する。ただし、やむを

得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、（２）により算定した時間単価を額の

確定時に適用する。 

（１）原則 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間理論総労働時間 

（２）時間外に従事した場合 

人件費時間単価＝（年間総支給額＋年間法定福利費等）÷年間実総労働時間 

 ・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働 

 時間を立証できる場合に限る。 

 ・年間実総労働時間＝年間理論総労働時間＋当該委託事業及び自主事業等における 

時間外の従事時間数の合計 



 

４．一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について 

 

  一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託

単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同

単価により人件費を算定すること。 

 

５．直接作業時間数を把握するための書類整備について 

 

 直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が

必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重

複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 

 

【業務日誌の記載例】 

 

① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること（当該委託事

業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認めら

れないことに留意する。）。 

② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること（数週間分まと 

めて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることが



ないよう適切に管理すること。）。 

③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間

外労働（残業・休日出勤等）時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 

 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合 

 ・委託事業の内容から、休日出勤（例：土日にシンポジウムを開催等）が必要である

場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委

託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 

④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 

⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張

等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上するこ

とができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必

要がある。 

⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事

状況を確認できるように区分して記載すること。 

⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード（タイムカードがない場合は出勤

簿）等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記

名する。 

 

     

 



様 式 集

１ 第１条第２号による委託事業計画書 様式第１号

２ 第７条による委託事業実績報告書 様式第２号

３ 第10条による委託費概算払、精算払請求書 様式第４号

４ 第12条第１項による委託事業中止（廃止）申請書 様式第５号

５ 第13条第１項による委託事業計画変更承認申請書 様式第６号



（別紙様式第１号）

１　事業内容
　ア　事業実施方針
　　　別紙仕様書に基づき、事業を実施する。
　イ　調査項目及び調査対象
　　　別紙仕様書のとおり
　ウ　事業実施期間（予定）
　　　契約日翌日から令和９年３月10日まで
　エ　担当者
　オ　調査及び報告の方法（調査対象の配布予定等）
　　　仕様書に基づく調査を行い、巡視報告書により北海道森林管理局に報告する

２　収支予算
　収入の部

区　　　　　分 予　算　額 備　　　　　　　　　　　　　　考
国　庫　委　託　費 うち消費税及び地方消費税の額○○円

計

　支出の部

区　　　　　分 予　算　額 備　　　　　　　　　　　　　　考

計

委　　託　　事　　業　　計　　画　　書
令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）

（注）備考欄には、各区分ごとの経費に係る算出基礎を記入し、必要がある場合は説
　　明を付すこと。



３　 物品購入計画（物品の購入がある場合）

（注）記載する品目は、原形のまま比較的長期の反覆使用に耐え得るもののうち
 取得価格が50,000円以上の物品（競争的研究費の場合は、耐用年数１年以上
 かつ取得価格100,000円以上の物品）とする。

４　物品リース計画（物品のリース契約がある場合）

リース
契約の
種類

リース
契約の
総額

 (注）物品のリース契約をする場合に記入。
　　なお、リース契約期間は、原則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭
　和40年大蔵省令第15号）に定められた期間（法定耐用年数）又はそれ以上とする
  こと。

５　再委託先等

（注）再委託先名及び金額が記載されている企画提案書が当該委託事業の仕様書
　 として採用された場合に限る。

使用目的 備　　　　考品　　　目 規　格 員　数
購 入 予 定
単価 金　　額

備
考

氏名又は名称 住　　　　所 業務の範囲 必要性及び契約金額

使用目的

予定するリース契約の内容

使用
部署

契約
期間

リース期間
の算定根拠
（理由）

品
　
目

規
　
格

数
　
量

 
耐
用
年
数

本年度リース
予定額（円）



（別紙様式第２号）

番　　　　　号

年　　月　　日

　支出負担行為担当官

　　北海道森林管理局長　殿

　　 （受託者）

住　　所

氏　　名

１　事業の実施状況

　ア　調査項目及び調査対象

　イ　事業実施期間
　　　契約日の翌日から令和９年３月10日まで
　ウ　担当者

　エ　事業の成果（又はその概略）

　オ　事業成果報告書の配付実績等

２　収支精算

　収入の部

　支出の部

（注）  備考欄には、精算の内訳を記載すること。

３　物品購入実績（ 物品を購入した場合）

（注）契約時の物品購入計画に掲げるもののほか、物品購入計画以外に購入した

　　物品があった場合に記載する品目は、物品購入計画を作成する場合と同様と

　　する。また、購入することとなった理由を備考欄に記載すること。

備　　　　　　　　考精算額 予算額
比　較　増　減
増 減

品　　目 規　格 員　数
購 入 実 績

備　　　考使 用 目 的
金　　額単価

令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）

 委託事業実績報告書

  令和 　年　 月 日付け契約の令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロ
ウ）について、下記のとおり事業を実施したので、委託契約書第７条の規定により、その実
績を報告します。
（なお、併せて委託費金　　　　　　円也の支払を請求します。）

計

国 庫 委 託 費

計

 うち消費税及び地方
 消費税の額〇〇円

区　　　　分 精算額 予算額
比　較　増　減

備　　　　　　　　考
増 減

記

区　　　　分



 ４　物品リース実績（物品をリースした場合）

リース
契約の
種類

リース
契約の
総額

(作成要領）

１　リースした単位ごとに、リース料の年額を計上する。

（注） 契約時の物品リース計画に掲げるもののほか、物品リース計画以外にリース
　　　した物品があった場合は、リースすることとなった理由を備考欄に記載するこ
　　　と。

リース契約の内容

備
考使用

部署
契約
期間

リース期間
の算定根拠
（理由）

使用

目的

リース

契約日

品
　
目

規
　
格

数
　
量

 
耐
用
年
数

 本年度リ
 ース年額
 円）



（別紙様式第４号）

概算払

清算払
番　　　　　　号

年　 　月　　 日

　 支出負担行為担当官

 　　北海道森林管理局長 殿

（受託者）

住　所

氏　名

概算払

清算払

金額 出来高

注）精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代

  えることができるものとする。

既受領額
区　　分 国庫委託費

記

備考
事業完了
予    定
年 月 日

残　　額

金額出来高

今回請求額

金額出来高

により支払されたく請求します。

　令和　年　月　日付け契約の令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフ

クロウ）について、下記により、　委託費金　　　　　 円也を

令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）

 請求書委託費



 （別紙様式第５号）

番　　　　　　号

年　 　月　　 日

支出負担行為担当官

　北海道森林管理局長　殿

　　　（受託者）

　　　　　住　所

　　　　　氏　名

　　１　委託事業の中止（廃止）の理由

　　２　中止（廃止）しようとする以前の事業実施状況

　　　ア　事業について

　　　イ  経費について

　　　経費支出状況

経費の区分 残  額 支出予定額
 中止（又は
 廃止）に伴
 う不用額

備      考

　　３　中止（廃止）後の措置

　　　ア　事業について

　　　イ　経費について

　　　ウ　経費支出予定明細

令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）中止（廃止）申請書

記

○月○日現

在支出済額

経費の区分 支出予定金額
算　　　　出　　　　基　　　　礎

（名称、数量、単価、金額）

　令和　年　月　日付け契約の令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）
について、下記により中止（廃止）したいので、委託契約書第12条第１項の規定により申請
します。



 （別紙様式第６号）

番　　　　　　号

年　 　月　　 日

　支出負担行為担当官

　　北海道森林管理局長　殿

　　　（受託者）

　　　　　住　所

　　　　　氏　名

１　変更の理由

２　変更する事業計画又は事業内容

３　変更経費区分

（注）記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、

　　当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。

令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロウ）計画変更承認申請書

　令和　年　月　日付け契約の令和８年度希少野生動植物種保護管理事業（シマフクロ
ウ）について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第13条第１項の規定により承認
されたく申請します。

記


	05_仕様書別紙１_委託事業における人件費の算定等の適正化について.pdf
	r8-21.pdf
	（参考）委託事業における人件費の算定等の適正化について.260119



